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Stage Almighty vol.2（正門前広場用）  September 5, 2009 
（発行：第 60 期駒場祭委員会組織局ステージ担当） 

１．時間割会議について 
本日の企画代表者会議ののち、正門前広場の使用を希望する企画の時間割会議を108教室にて行います。 

事前にお聞きした希望時間に基づき委員会が作成した時間割案を原案として協議を行い、時間割を決定します。決定さ

れた内容を、別途配布される時間割表に記入してください。なおその際は、必ず企画責任者（ないしその代理）の署名

を添えてください。 

時間割会議に関する注意 

１．時間割表に企画責任者（ないしその代理）の署名がない場合には、当該企画は今回の時間割会議を欠席したもの

とみなします。 

２．会議を欠席した企画を含め、正門前広場を使用するすべての企画が、本会議の決定内容に拘束されます。 

３．会議を欠席した企画の企画時間は時間割会議に出席した団体の合議により決定します。 

４．駒場祭への各種登録・申請に遅れた企画（遅れ企画）の企画時間は時間割会議に出席した団体の合議により決定

します。 

 

２．機材共同レンタルについて 
 正門前広場の使用にはステージ分担金がかからない代わりに、音響機材なども一切用意されていません。そのため、例

年音響機材が必要な企画で必要な機材を共同でレンタルしてもらっています。今年は以下の機材のレンタルを予定してい

ます。 

・消火器     1台 

・発電機     1台 

・有線マイク   2本 

・マイクスタンド 2本 

・スピーカー     2台 

・ミキサーアンプ    1台 

・テント        1張 

・ガソリン携行缶    1個 

まだ検討段階の企画が多いと思いますが、これ以外に必要な機材がある場合は他企画の希望状況を考慮した上でレンタ

ルできる可能性がありますので、問い合わせフォームより委員会まで早急にお知らせください。詳しい機材の内容、共同

レンタル費については以降の企画代表者会議にてお知らせいたします。 

 機材共同レンタル費は正門前広場に設置する機材を企画でレンタルする時点で生じる費用です。従って、納入後に何ら

かの理由で企画実行が不可能になった場合もレンタル費を返金することはできませんので予めご了承ください。 

 機材共同レンタル費は第４回企画代表者会議で納めていただく予定です。 

 

３．ステージ詳細報告について 
ステージを使用する各企画には、委員会のウェブシステム上でステージ詳細報告を行っていただくようお願いします。

ここで報告していただいた内容を元に共同レンタルの機材を選定いたします。大切な情報となりますので、漏れなく丁寧

に記入してください。 

締切は、9月16日（水）24時です。 

 締切までに必ず１回は申請を行い、締切後も最新の情報に随時更新してください。 

   この資料の最後に記入例がありますので、ご参照ください。 
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４．正門前広場使用上の注意 
・当日及び準備期間中は委員会の指示に従ってください。 

・当日は企画時間の30分前には正門前広場に集合するようにしてください。 

・強雨・暴風などの場合において企画を実行するかどうかは各企画で判断してください。ただし、機材に危険が及ぶと

委員会が判断する場合、レンタル機材の使用ができなくなることがあります。そのような場合であっても機材共同レ

ンタル費は返金できませんので予めご了承ください。 

・当日は周辺との兼ね合いがありますので、関係各所から苦情が発生した場合には、音量を抑えていただくなどの措置

をとることがあります。 

・設備・機材の保全には十分に注意してください。破損等の際には弁償していただく等の措置を取るのみならず、明確

な故意による破損など悪質であると判断される場合には所定のペナルティが課されることがあります。 

・企画時間は準備・撤収も含めての時間です。企画時間内に撤収まで完了できるよう、時間に余裕を持ってパフォーマ

ンス内容を考えてください。あまりに企画時間を超過した場合には、委員会が即時の企画中止を命じることがありま

す。 

・特殊なパフォーマンス（火気の使用、水やペンキを使う、クラッカーを鳴らす、などの行為）をお考えの企画は、必

ず事前に委員会までご相談ください。 

・来場者に危害を加えるような行為は絶対に禁止です。 

・駒場祭当日、入場料という名目で観客から金銭をとる行為は禁止です。ただし、カンパや自作CDなどの物品販売は、

事前に申請した上で許可が下りている団体のみ可能です。そのような行為をご希望の企画は、予め委員会までご相談

ください。 

その他ご質問などありましたらお気軽に問い合わせフォームよりお知らせください。 

 

５．ステージ詳細報告記入例（参考） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


